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平成２６年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（平成２６年３月１２日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５６分 開議）

開 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に１番梶敏さん、６番女鹿聡さんを指名い

たします。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

阿部議会事務局長。

○議会事務局長（阿部幸雄君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

議案第１４号から議案第１９号まで

○議長（山崎数彦君） 日程第３ 議案第１４号より日程第８ 議案第１９号まで一括議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－
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議案第１４号から議案第１８号までの補正予算につきまして、私から一括御提案申し上げま

す。

なお、事項別明細書につきましては、財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願い

申し上げます。

また、議案第１９号の補正予算は、病院事務長から御提案申し上げますので、よろしくお願

いいたします。

議案第１４号平成２５年度歌志内市一般会計補正予算（第７号）。

平成２５年度歌志内市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,１９０万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億３,７７７万７,０００円とする。

２項は省略いたします。

（繰越明許費）。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）。

第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

５ページをお開き願います。

第２表、繰越明許費。

３款民生費１項社会福祉費、事業名、障害者自立支援給付支払等システム整備事業、金額、

３５万７,０００円。これは、障害者総合支援法改正に伴うシステム改修について、国の障害

者総合支援事業費補助金を受けて実施しようとするものですが、年度内での完了が見込めない

ことから、平成２５年度の繰り越し事業として繰越明許するものであります。

９款１項とも消防費、事業名、全国瞬時警報システム整備事業、金額、５３１万３,０００

円。これは、全国瞬時警報システム、Ｊ－ＡＬＥＲＴの自動起動装置整備事業であり、登録制

メールを接続することにより受信情報を自動的にメール配信するするもので、北海道の防災情

報通信設備事業交付金を受けて実施しようとするものですが、年度内での完了が見込めないこ

とから、平成２５年度の繰り越し事業として繰越明許するものであります。

１０款教育費５項社会教育費、事業名、公民館非常用発電機取替工事、金額、１,３４４万

６,０００円。これは、公民館の非常用発電機が故障し、復旧のため取りかえ工事を実施しよ

うとするものですが、年度内での完了が見込めないことから、平成２５年度の繰り越し事業と

して繰越明許するものであります。

第３表、地方債補正。

追加。

起債の目的、過疎地域自立促進特別事業、限度額１億２,０００万円。これは、市町村の過

疎計画に定められたソフト事業を対象とした過疎対策事業債であり、高齢者等生活支援事業と

して６,６７０万円を過疎地域自立促進特別事業基金へ積み立てるとともに、チロルの湯の大

規模改修等に係る観光施設活性化推進事業に５,３３０万円を充当するものであります。

同じく、石狩川流域下水道ＭＩＣＳ事業、限度額１１０万円。これは、一般廃棄物処理事業

債であり、２次の追加配分が認められたものであります。

同じく、中央社宅２号線道路改良舗装工事、限度額１,１５０万円。これは、過疎対策事業

債であり、２次の追加配分が認められたものであります。
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次に、変更。

起債の目的、水槽付消防ポンプ自動車整備事業、補正前限度額４,３２０万円から３３０万

円減額し、補正後限度額を３,９９０万円に変更するものですが、減額の理由は、入札減に伴

う同意予定額の減であります。

同じく、給食センター設備整備事業、補正前限度額８１０万円から５０万円減額し、補正後

限度額を７６０万円に変更するものですが、減額の理由は、入札減に伴う同意予定額の減であ

ります。

同じく、臨時財政対策債、補正前限度額１億１,４００万円に７０７万１,０００円を増額

し、補正後限度額を１億２,１０７万１,０００円に変更するものですが、増額の理由は、普通

交付税の算定に伴う同意予定額の増であります。

次に、議案第１５号に参ります。

議案第１５号平成２５年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第３号）。

平成２５年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,７６５万９,００００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,５８２万２,０００円とする。

２項は省略いたします。

（地方債の補正）。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

３ページをお開き願います。

第２表、地方債補正。

変更。

起債の目的、流域下水道事業、補正前限度額２９０万円から９０万円減額し、補正後限度額

を２００万円に変更するものですが、減額の理由は、精算による負担金の減額に伴う同意予定

額の減であります。

同じく、資本費平準化債、補正前限度額３,９２０万円から１,３４０万円減額し、補正後限

度額を２,５８０万円に変更するものですが、減額の理由は、平成２４年度における縁故債の

繰上償還の影響による同意予定額の減であります。

次に、議案第１６号に参ります。

議案第１６号平成２５年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第２号）。

平成２５年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４７９万５,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,００２万３,０００円とする。

２項は省略いたします。

次に、議案第１７号に参ります。

議案第１７号平成２５年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。

平成２５年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６１３万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３,６９０万４,０００円とする。

２項は省略いたします。

次に、議案第１８号に参ります。

議案第１８号平成２５年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。

平成２５年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３５０万７,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,８３５万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

以上で、議案第１４号から議案第１８号までの補正予算につきまして、一括御提案申し上げ

ました。

事項別明細書につきましては、財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） それでは、議案第１４号から議案第１８号までの補正予算の事項

別明細書につきまして御説明いたします。

今回の補正につきましては、各会計とも年度末における決算見込みに伴う増減調整が大半と

なっております。また、各所管に対し、より一層の経費節減に努め、繰越財源の確保を図るよ

う求めております。このため、決算では、ある程度の不用額が生じることが予想されますが、

御理解を賜りたいと思います。なお、予算の執行減や工事等の入札に伴う減額など、多少の減

額補正の説明については簡略することを御理解願います。

それでは、議案第１４号の一般会計補正予算の歳出から御説明いたしますので、１７ページ

をお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４節共済費８７万５,０００円の減額補正は、臨

時職員採用者数及び健康保険料負担率の減に伴う減額であります。１１節需用費２８万円の増

額補正は、庁舎燃料費の増、１３節委託料１６４万３,０００円の減額補正の内訳は、受診者

数の減による健康診断等委託料の減が１４万３,０００円、電算システム保守委託料の減が１

５０万円であります。１４節使用料及び賃借料７０万４,０００円の減額補正は、電算機借上

料の入札減、１９節負担金補助及び交付金３３万８,０００円の減額補正は、北海道市町村備

荒資金組合配分金の確定に伴う減で、歳入と連動しております。２５節積立金２億１,６８０

万円の増額補正の内訳は、決算見込みを勘案しての財政調整基金積立金が１億５,０００万

円、地方債補正で御説明いたしました過疎地域自立促進特別事業基金積立金が６,６７０万

円、歳入の寄附金の増と連動した歌志内ふるさと応援基金積立金が１０万円であります。

３目広報広聴費１１節需用費２１万４,０００円の減額補正は、広報印刷単価の入札減であ

ります。

１９ページをお開き願います。５目車両管理費１１節需用費６５万４,０００円の減額補正

は、タイヤ等消耗品費とガソリン等燃料費の減であります。

６目財産管理費１１節需用費２１万円と１２節役務費１１万１,０００円の減額補正は、東

光団地分譲広告チラシの印刷費と新聞折込料の皆減であります。

８目分収造林費１３節委託料４６万８,０００円の減額補正は、作業道延長の減に伴う調査
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設計委託料の減であります。

１２目定住促進費１９節負担金補助及び交付金１００万円の減額補正は、定住促進助成事業

の減であります。

１３目諸費２３節償還金利子及び割引料１,４０５万円の増額補正は、市税過誤納還付金が

１０万円、精算に伴う平成２４年度生活保護費国庫負担金返還金等が１,３９５万円でありま

す。

次に、２項徴税費２目賦課徴収費７節賃金１５万円の減額補正は、事務補助員賃金の執行減

であります。

次に、３項１目とも戸籍住民基本台帳費１９節負担金補助及び交付金６９万円の減額補正

は、精算に伴う戸籍総合管理システム共同運用負担金の減であります。

次に、４項選挙費２目参議院議員選挙費８８万２,０００円の減額補正は、歳入の確定に伴

う歳出予算の調整であります。

２１ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費３目障害者福祉費１３節委託料２

０万５,０００円の増額補正の内訳は、繰越明許事業の障害者自立支援給付支払等システム改

修委託料の皆減が３５万７,０００円、市町村地域生活支援事業委託料の減が１５万２,０００

円であります。１９節負担金補助及び交付金３万６,０００円の増額補正は、空知中部広域連

合負担金の増であります。２０節扶助費１,０５７万円の減額補正の内訳は、決算見込みに伴

う障害者福祉サービス給付事業の減が３６０万円、市町村地域生活支援事業の減が３６万４,

０００円、更正医療事業の減が３２万円、特別障害者手当等給付事業の減が４８万６,０００

円、育成医療事業の減が５８０万円であります。

２３ページをお開き願います。５目医療福祉費１２節役務費１８万７,０００円と２０節扶

助費２９５万３,０００円の減額補正は、各種医療費の受診件数の減に伴うものであります。

１９節負担金補助及び交付金６９４万２,０００円の減額補正は、精算に伴う北海道後期高齢

者医療広域連合負担金の減で、２８節繰出金１８７万３,０００円の減額補正は、国民健康保

険特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金の減ですので、その会計のところで御説明い

たします。

次に、２款老人福祉費１目老人福祉事業費２０節扶助費１３０万７,０００円の減額補正

は、決算見込みに伴う温泉施設利用優待事業の減であります。

３目介護保険費１９節負担金補助及び交付金４１８万６,０００円の減額補正は、負担金確

定に伴う空知中部広域連合負担金の減であります。

２５ページをお開き願います。３項１目とも生活保護費９節旅費７,０００円、１３節委託

料３３万６,０００円、２０節扶助費３７万２,０００円の減額補正は執行減であります。

次に、５項児童福祉費１目児童福祉総務費は、財源区分の変更であります。

２目児童福祉事業費２０節扶助費６６４万３,０００円の減額補正は、受給者数の減に伴う

児童手当の減が４５８万円、児童扶養手当の減が２０６万３,０００円であります。

２７ページをお開き願います。３目保育所費は財源区分の変更であります。

次に、４款衛生費１項保健衛生費２目予防費１１節需用費２５万８,０００円の減額補正

は、各種予防接種者の減少による医薬材料費の減。１３節委託料３９８万３,０００円の減額

補正は、健診受診者及び予防接種者の減少に伴う健康診断等委託料の減であります。

４目墓地火葬場費１９節負担金補助及び交付金１０２万５,０００円の増額補正は、砂川地

区保健衛生組合負担金の確定に伴う増であります。

次に、２項清掃費１目清掃総務費１９節負担金補助及び交付金２３万６,０００円の減額補
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正は、決算見込みによる資源ごみ等減量事業交付金の減であります。

２目ごみ処理費１２節役務費２０万円の減額補正は、不法投棄回収分ごみ運搬料の減であり

ます。１３節委託料２７万１,０００円の減額補正は、入札減による最終処分場管理委託料の

減が１６万６,０００円、旧埋立処分場改修調査設計委託料の減が１０万５,０００円でありま

す。１５節工事請負費９６万円の減額補正は、埋立処分場に係る工事の入札減であります。１

９節負担金補助及び交付金９４万９,０００円の減額補正の内訳は、次ページに参りまして、

精算に伴う砂川地区保健衛生組合負担金の減が３８万６,０００円、中・北空知廃棄物処理広

域連合負担金の減が５６万３,０００円であります。

３目し尿処理費は財源区分の変更であります。

次に、３項１目とも病院費２８節繰出金７５万４,０００円の減額補正は、特別交付税にお

ける単価改正に伴う病院事業会計繰出金の減であります。

次に、５款労働費１項１目とも労働諸費１３節委託料２５６万７,０００円の減額補正は、

決算見込みによる雇用対策業務委託料の減で、ニングルの森整備事業が１４万円の減、地場産

品開発販路促進事業が２４２万７,０００円の減であります。

次に、６款農林費２項林業費３目治山事業費１５節工事請負費１３５万３,０００円の減額

補正は、補助小規模治山工事の入札減であります。

次に、７款１項とも商工費１目商工業振興費１９節負担金補助及び交付金１７万円の減額補

正は、件数の減に伴う保証融資利子補給補助金の減であります。

２目産炭地振興対策費１９節負担金補助及び交付金６６０万円の減額補正は、事業費の減に

伴う新産業等創造事業助成補助金の減であります。その内訳は、観光交流施設「チロルの湯」

改修事業が４２０万円の減、水耕栽培ビジネスが１６０万円の減、水晶デバイス開発事業が８

０万円の減であります。

３１ページをお開き願います。５目公園費２８節繰出金１５９万５,０００円の減額補正

は、市営神威岳観光特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

６目観光費１９節負担金補助及び交付金９３万８,０００円の増額補正は、チロルの湯に対

する施設整備事業補助金の増で、利用者の増に伴う入湯税の還元であります。

次に、８款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１１節需用費５２万７,００

０円の増額補正は、電気料金の値上げに伴う外灯、防犯灯に係る電気料の増であります。

２目道路維持費１１節需用費１５６万４,０００円の増額補正は、軽油単価の上昇及び除排

雪出動回数の増に伴う除雪機械燃料費の増、電気料金値上げに伴うロードヒーティング等電気

料の増であります。１３節委託料１,１３２万４,０００円の増額補正は、降雪量の増に伴う除

雪委託料の増であります。１５節工事請負費４５万円の減額補正は、中央社宅２号線道路改良

舗装工事の入札減。１８節備品購入費１９９万５,０００円の減額補正は、ホイールローダー

購入の入札減であります。

３目橋りょう維持費１３節委託料３３万円の減額補正は、橋りょう点検委託料の入札減であ

ります。

次に、３項１目とも河川費１５節工事請負費８５万８,０００円の減額補正は、若鍋川護岸

改修工事の入札減であります。

次に、４項都市計画費、次ページに参りまして、２目下水道費２８節繰出金３０６万８,０

００円の減額補正は、市営公共下水道特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説

明いたします。

次に、５項住宅費１目住宅管理費１１節需用費２６５万１,０００円の増額補正は、燃料費
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の増が９９万４,０００円で、歌神２区ロードヒーティングに係るボイラー重油使用量の増と

単価増によるものであり、電気料の増が７１万７,０００円で、桜ヶ岡ロードヒーティング及

び空戸の共用灯に係る使用料と料金値上げによるものであります。そのほか、入居予定住宅の

修繕料の増が９４万円であります。１５節工事請負費１４２万円の減額補正は、住宅改修事業

の入札減。２３節償還金利子及び割引料２６万２,０００円の減額補正は、改良住宅敷金返還

金の減。２５節積立金３３万８,０００円の増額補正は、市営住宅敷金基金の増であります。

次に、９款１項とも消防費２目非常備消防費１節報酬１万３,０００円の増額補正は、消防

団員報酬の増であります。

３目消防施設費１８節備品購入費２３１万円の減額補正は、消防ポンプ自動車購入の入札減

であります。

４目防災費１８節備品購入費５３１万３,０００円の増額補正は、繰越明許費で説明しまし

た全国瞬時警報システム整備事業であります。

３５ページをお開き願います。１０款教育費１項教育総務費３目奨学費１９節負担金補助及

び交付金５９万４,０００円の減額補正は、対象者の減に伴う中学校遠距離通学費補助金及び

各種競技大会選手派遣交付金の減であります。

４目奨学金貸付費２１節貸付金５４万８,０００円の減額補正は、利用者の減に伴うもので

あります。

次に、２項小学校費１目学校管理費１３節委託料６５万３,０００円の減額補正は、入札減

に伴うスクールバス運行業務委託料の減であります。１５節工事請負費２８万３,０００円の

減額補正は、入札減に伴う工事費の減であります。

２目教育振興費２０節扶助費１３万３,０００円の減額補正は、申請者の減に伴う要・準要

保護就学援助費の減であります。

次に、３項中学校費１目学校管理費１５節工事請負費１８万９,０００円の減額補正は、入

札減に伴う工事費の減であります。

２目教育振興費２０節扶助費３０万円の減額補正は、申請者の減に伴う要・準要保護就学援

助費の減であります。

次に、５項社会教育費、次ページに参りまして、３目図書館費７節賃金１１万２,０００円

の減額補正は、決算見込みに伴う事務補助員賃金の減であります。

４目公民館費１５節工事請負費１,３４４万６,０００円の増額補正は、繰越明許費で説明し

ました非常用発電機故障に伴う取りかえ工事費であります。

次に、６項保健体育費１目保健総務費１３節委託料１９万円の減額と２０節扶助費５０万円

の減は、執行減であります。

３目体育施設費７節賃金２３万２,０００円の減額補正は、市営プール及び市民体育館管理

人賃金の執行減であります。

４目学校給食費１５節工事請負費３６万７,０００円の減額補正は、ボイラー取りかえ工事

の入札減。

１８節備品購入費４９万円の減額補正は、厨房備品購入の入札減であります。

次に、１２款１項とも公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料１,４１４万５,０００円

の減額補正と、次ページの２目利子２３節償還金利子及び割引料２３３万４,０００円の減額

補正は、平成２４年度に実施した繰上償還及び利率確定に伴う減であります。

次に、１４款１項とも職員費１目職員給与費２節給料４４２万２,０００円の減額補正。３

節職員手当等２７６万６,０００円の増額補正及び４節共済費１,２１１万３,０００円の減額
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補正は、決算見込みに伴うものであります。

次に、１５款１項１目とも予備費３,２１４万１,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調

整によるものであります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入を御説明いたしますので、７ページをお開き願い

ます。

なお、歳入の説明に当たりまして、歳出の需用費の増減等と連動している部分については、

補正理由が重複するため、一部、簡潔な説明といたしますので御了解願います。

１款市税１項市民税１目個人１節現年課税分４７０万円の増額補正は、課税所得額の増に伴

う個人所得割の増であります。

２目法人１節現年課税分５００万円の増額補正は、中間納付額の増に伴う法人均等割の増が

８０万円、石炭関連企業の申告額の増に伴う法人税割の増が４２０万円であります。

次に、２項１目とも固定資産税１節現年課税分１７０万円の増額補正は、資産取得の申告増

に伴う償却資産の増であります。

次に、６項１目とも入湯税１節現年課税分９２万５,０００円の増額補正は、入湯客数の増

によるものであります。

次に、９款１項１目１節とも地方交付税１億４５５万２,０００円の増額補正は、普通交付

税の増であります。普通交付税は２０億４５５万２,０００円で、交付額が決定されたため、

現行予算１９億円に追加するものであります。

なお、前年度に比べ２,１１８万５,０００円、１.０７％の増となっております。

臨時財政対策債１億２,１０７万１,０００円を加えますと２１億２,５６２万３,０００円

で、前年度に比べ２,５３１万１,０００円、１.２１％の増となっております。

次に、１１款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負担金３節児童福祉費負担金６５万

６,０００円の減額補正は、所得階層の変更等に伴う保育料一部負担金の減であります。

次に、１２款使用料及び手数料１項使用料３目商工使用料１節誘致企業向け住宅使用料１１

２万５,０００円の減額補正は、入居者２戸の減に伴う使用料の減であります。

４目土木使用料３節住宅使用料４５９万６,０００円の減額補正。４節駐車場使用料３８万

８,０００円の増額補正は、決算見込みによる増減であります。

次に、１３款国庫支出金１項国庫負担金、次ページに参りまして、１目民生費負担金１節障

害者自立支援給付費負担金１８０万円の減から１３節児童扶養手当負担金６８万７,０００円

の減までは、歳出の減額補正に連動したものですので、説明を省略させていただきます。

次に、２項国庫補助金１目民生費補助金２節市町村地域生活支援事業費補助金と３節セーフ

ティネット支援対策等事業費補助金の減額補正についても、歳出と連動していますので、説明

を省略いたします。４節障害者総合支援事業費補助金１７万８,０００円の増額補正は、シス

テム改修委託料に係るもので繰越明許事業であります。

３目土木費補助金２節市営住宅交付金２５万８,０００円の増は、事業費確定に伴うもので

あります。３節社会資本整備総合交付金２２５万７,０００円の減額補正の内訳は、橋梁長寿

命化計画策定が２３万１,０００円の減、小型タイヤショベル購入の減が１０１万２,０００

円、除雪経費の減が１０１万４,０００円であります。

次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金から

次ページの１１節中学生児童手当負担金までの補正理由は、国庫負担金と同様ですので、説明

は省略させていただきます。

次に、２項道補助金１目民生費補助金２節市町村地域生活支援事業補助金１１万円の減から
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７節離職者の安心生活支援事業３７万９,０００円の減までは、歳出と連動しておりますの

で、説明を省略いたします。８節地域づくり総合交付金５０万円の増額補正は、高齢者世帯等

福祉灯油代助成事業で、９節子ども支援対策事業費補助金１６６万９,０００円の増額補正

は、子ども・子育て支援事業計画に係るものであります。

２目衛生費補助金１節保健事業費補助金１１万８,０００円の減と、３目農林費補助金１節

治山事業費補助金８０万４,０００円の減は、事業費の確定に伴うものであります。

６目総務費補助金１節地域づくり総合交付金４０万円の増額補正は、防災備蓄品購入に係る

ものであります。２節防災情報通信設備事業交付金５３１万３,０００円の増額補正は、全国

瞬時警報システム整備にかかわるもので、繰越明許事業であります。

次に、３項道委託金１目総務費委託金２節参議院議員選挙選挙費委託金１００万３,０００

円の減額補正は、参議院議員選挙に係る執行経費の精算であります。

次に、４項道交付金、次ページに参りまして、３目労働費交付金１節緊急雇用創出推進事業

２５６万７,０００円の減額補正は、事業費の確定に伴うもので、労働費での補正減と同額で

あります。

次に、１５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入１節土地貸付収入２３万７,００

０円の増額補正は、滞納繰越分の増であります。

次に、２項財産売払収入１目不動産売払収入１節土地売払収入７９万２,０００円の減額補

正の内訳は、東光団地分譲が１区画２８５万５,０００円の減、貸付地の売却による増が２０

６万３,０００円であります。

次に、１６款１項とも寄附金１目１節とも一般寄附金５４万円の増額補正は、寄附金２件の

増によるものであります。

２目１節ともふるさと応援寄附金１０万円の増額補正は、ふるさと応援寄附条例に基づく寄

附金の増であります。

次に、１７款１項とも繰入金１目１節とも財政調整基金繰入金１億円の減額補正は、決算見

込みを勘案し、繰り入れ後、取りやめるものであります。

次に、４目１節とも敷金基金繰入金２６万２,０００円の減額補正は、改良住宅敷金返還金

の減であります。

次に、１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金７,１７９万２,０００円の増額補正は、

平成２４年度繰越金残額を追加補正するものであります。

次に、１９款諸収入３項１目１節とも分収造林費収入４６万９,０００円の減額補正は、事

業変更等に伴う減であります。

次に、４項雑入４目介護サービス収入１節介護給付費収入５４５万３,０００円の減額補正

は、利用者の減に伴う通所介護費収入の減。２節自己負担金収入９４万７,０００円の減額補

正は、利用者の減に伴う自己負担金収入の減であります。

５目介護予防サービス収入１節介護予防サービス費収入２５万７,０００円の減額補正は、

利用者の減に伴う介護予防支援費収入の減であります。

８目雑入４節医療費附加給付金２３５万６,０００円の増額補正は、対象件数の増に伴う重

度心身障害者分が２２２万９,０００円の増、ひとり親家庭等分が１２万７,０００円の増であ

ります。１０節自動車損害共済収入２５万９０００円の増額補正は、自動車損害共済災害共済

金の増であります。１５ページをお開き願います。１２節雑入７１８万８,０００円の減額補

正は、金額確定による北海道市町村備荒資金組合配分金が３３万８,０００円の減、空知産炭

地域振興助成金が６６０万円の減、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金が７５万円の減、温
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泉施設利用優待事業に対する長寿・健康増進事業特別対策補助金が５０万円の皆増でありま

す。

次に、２０款１項とも市債については、第３表、地方債補正のところで説明いたしましたの

で、省略させていただきます。

以上で一般会計補正予算の説明を終わりまして、次に、市営公共下水道特別会計補正予算事

項別明細書につきまして御説明いたしますので、下水道の７ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費１９節負担金補助及び交付

金１７７万９,０００円の減額補正は、決算見込みに伴う中空知広域水道企業団負担金の減が

１４万９,０００円、石狩川流域下水道組合負担金の減が１６３万円であります。２７節公課

費２０万８,０００円の減額補正は、消費税確定申告に伴う減であります。

２目公共下水道事業費１３節委託料５８万１,０００円の減額補正は、長寿命化計画策定委

託料の入札減であります。１９節負担金補助及び交付金９７万１,０００円の減額補正は、石

狩川流域下水道組合の建設事業費の確定に伴う負担金の減であります。

次に、２款１項とも公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料１,３３９万円の減額補正

と２目利子２３節償還金利子及び割引料７３万円の減額補正は、平成２４年度繰上償還の実施

等に伴う減であります。

次に、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、５ページをお開き願い

ます。

２款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道事業費補助金１節社会資本整備総合交付金２９万

１,０００円の減額補正は、長寿命化計画策定委託料の入札減等に伴うものであります。

次に、３款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金３０６万８,０００円の減額補正

は、歳入歳出予算の調整により一般会計に繰り戻すものであります。

５款１項とも市債については、第２表、地方債補正のところで御説明いたしましたので、省

略させていただきます。

次に、市営神威岳観光特別会計補正予算の事項別明細書を御説明いたしますので、神威岳の

５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款１項ともスキー場事業費１目スキー場運営費１１節需用費４４万９,０００円の減額補

正は、電気料の決算見込みによる減であります。１３節委託料１７万９,０００円の減額補正

は、委託先変更に伴う電気保安委託料の減であります。１４節使用料及び賃借料１９万７,０

００円の減額補正は、道有林借上料の減であります。１５節工事請負費４２万１,０００円の

減額補正は、リフト整備と西ロッジ屋上防水改修工事の入札減であります。１８節備品購入費

２６２万５,０００円の減額補正は、圧雪車購入の入札減であります。

次に、２款１項とも保養施設事業費１目保養施設運営費１５節工事請負費９２万４,０００

円の減額補正は、冷温水発生機取りかえ工事の入札減であります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

１款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１５９万５,０００円の減額補正は、歳入

歳出予算の調整により一般会計に繰り戻すものであります。

次に、２款諸収入１項１目１節とも雑入３２０万円の減額補正は、金額確定に伴う空知産炭

地域振興助成金の減で、スキー場整備が２４０万円の減、温泉整備が８０万円の減でありま
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す。

次に、国民健康保険特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますので、

国保の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費３節職員手当等１５万３,０００円の減額補正

は、時間外勤務手当の減であります。

２目広域連合負担金１９節負担金補助及び交付金１,５３０万６,０００円の減額補正は、決

算見込みに伴う空知中部広域連合負担金の減であります。

次に、４款１項１目とも予備費３,１５９万１,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調整

であります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

１款１項とも国民健康保険税２目退職被保険者等国民健康保険税１節医療給付費分現年課税

分２００万円の減、２節介護納付金分現年課税分５０万円の減、３節後期高齢者支援金分現年

課税分５０万円の減は、被保険者数の減少に伴うものであります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１６５万９,０００円の減額補正

は、保険基盤安定分の減が１４２万７,０００円、財政安定化支援事業分の増が８万７,０００

円、広域連合共通経費分の減が１６万６,０００円、人件費等分の減が１５万３,０００円であ

り、一般会計へ繰り戻すものであります。

次に、３款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金２,４９５万１,０００円の増額補正は、平

成２４年度繰越金残額を追加補正するものであります。

次に、４款諸収入２項１目１節とも雑入４１６万円の減額補正の内訳は、平成２４年度空知

中部広域連合負担金の精算に伴う返還金が５,４３７万６,０００円の増、その他雑入が５,８

５３万６,０００円の減であります。

次に、後期高齢者医療特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますの

で、後期高齢の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

２款１項１目とも後期高齢者医療広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金３５０万７,

０００円の減額補正は、決算見込みに伴う北海道後期高齢者医療広域連合負担金の減でありま

す。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

１款１項１目とも後期高齢者医療保険料１節現年度分保険料３５０万円の減額補正は、決算

見込みに伴う保険料の減であります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金２１万４,０００円の減額補正は、

歳入歳出予算の調整により一般会計へ繰り戻すものであります。

次に、４款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金２０万７,０００円の増額補正は、平成２

４年度決算に伴う繰越金の皆増であります。

以上で、議案第１４号から議案第１８号までの各会計補正予算の事項別明細書と明細書につ

きまして説明を終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） －登壇－



─ 50 ─

議案第１９号平成２５年度歌志内市病院事業会計補正予算（第２号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量第２号中年間患者数「３万６,８１１人」に２

１９人減して「３万６,５９２人」に、内訳、入院患者の「２万１,１７１人」に２１９人減し

て「２万９５２人」に改め、第３号中、１日平均患者数「１２２人」に１人減して「１２１

人」に、内訳、入院患者の「５８人」に１人減して「５７人」に改めるもので、患者数は１２

月末の実績を勘案して調整するものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入の第１

款病院事業収益の既決予定額５億８,５３３万４,０００円に８６８万２,０００円を増額し

て、５億９,４０１万６,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業収益の既

決予定額に９４３万６,０００円を増額して４億３,１９７万７,０００円に、第２項医業外収

益の既決予定額に７５万４,０００円を減額して１億６,２０３万９,０００円に改めるもので

あります。

支出の第１款病院事業費用の既決予定額６億２,２７６万４,０００円から３９０万６,００

０円を減額して６億１,８８５万８,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医

業費用の既決予定額から３９０万６,０００円を減額して６億８５８万４,０００円に改めるも

のであります。

第４条は、予算第６条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の第１

号職員給与費「３億９,９６９万１,０００円」から８３０万６,０００円を減額して「３億９,

１３８万５,０００円」に改めるものであります。

第５条は、予算第７条に定めた他会計からの補助金１億５,３０５万２,０００円に７５万

４,０００円を減額して１億５,２２９万８,０００円に改めるものであります。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出の、支出から御説明いたしますので、１

ページをお開き願います。

支出。

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の８３０万６,０００円の減額の内訳は、（給

料）２節看護師給３７３万９,０００円の減、これは昨年１２月に退職された看護師３名に係

る減であり、４節事務員給４４万７,０００円の減は人事異動に伴う減であります。

（賃金）１２節労務員給１８７万円の減は、病棟勤務における看護助手の長期休暇等の事態

に備えるため予算を確保しておりましたが、現状の体制で推移してまいりましたことから、こ

の間の予算計上分を減額するものであります。

１４節法定福利費２２５万円の減は、共済組合追加費用額の減でありますが、これは、長期

給付に係る追加費用の請求額が概算計上額を下回ったため減額するものであります。

次に、２目材料費の３５０万円の増額内訳は、１節薬品費２００万円の増、これは、医療必

要度の高い重篤患者に係る抗生物質などの薬品購入の増であり、２節診療材料費１５０万円の

増につきましても、医療必要度の高い重篤患者に係る医療用液化酸素の購入に伴い増額するも

のであります。

次に、３目経費９０万円の増額の内訳は、７節光熱水費７０万円の増、これは電気料値上が

りによる増であり、８節燃料費２０万円の増は、Ａ重油単価の値上がりの増とＡ重油使用量の

減で、この増減に伴い増額するものであります。

次に、収入の１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益１節内科で９４３万６,０００円
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の増は、診療単価の増によるものであります。

次に、２項医業外収益１目他会計補助金１節一般会計補助金の７５万４,０００円の減は、

病院事業に係る特別交付税措置で、共済組合追加費用の単価改正による減であります。

次に、２ページから４ページまでの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきまし

て御説明いたしますので、最後の６ページをごらんください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は、既決予定額より１,２５

１万３,０００円減少した２,７２５万１,０００円となり、年度末の累積欠損金は８億６,６０

７万５,０００円となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午前１０時５７分 休憩

────────────────

午前１１時０５分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

これより、議案第１４号平成２５年度歌志内市一般会計補正予算（第７号）について質疑に

入ります。質疑はありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） ちょっと聞き漏らした点もあると思いますけれども、もしありました

ら御勘弁をお願いしたいと思います。

４点ばかり御質問をいたします。

まず、１点目、１５ページ、市債の５、総務債に過疎地域自立促進特別事業債として１億

２,０００万円を計上されております。これは、同特別事業基金条例に基づき、同基金に積み

立てるものと考えますが、次ページの総務管理費の同基金、１８ページの積立金として６,６

７０万円しか計上されておらず、３１ページの商工費の観光費の財源内訳の中に、その残額の

５,３３０万円が直接財源として充当されておりますけれども、このような処理方法でいいの

か、その見解を伺いたいと思います。この方法でいいとすれば、総務債、商工債に、それぞれ

計上されるのが正規ではないのかと思います。そのために、平成２４年３月に歌志内市過疎地

域自立促進特別事業基金条例を制定したのではないかと思うのですけれども、その辺のお考え

をお伺いをいたします。

次に、２番でございますけれども、２９ページから３０ページ、労働費の委託料の緊急雇用

創出事業の委託料で２５６万７,０００円減額しております。これは、当初予算で３３７万５,

０００円、６月議会の補正で６４７万７,０００円、計９８５万２,０００円を計上しているは

ずですけれども、これは、たしか、ニングルの森の整備事業と地域特産品開発販路拡大事業の

２事業だと思いますが、それぞれの事業内容はどんなものなのか。また、この事業によって、

雇用対策として、それぞれ何人が雇用されたのか。また、この事業それぞれの委託料並びに工

期はどのようになっているのか。恐らく、２５７万６,０００円を減額しておりますので、こ

の委託をしたときに、それぞれ委託契約を結んでいると思うのですけれども、その辺の関係か

らお伺いをしたいと思います。

３番目でございますけれども、同じく２９ページから３０ページの産炭地振興対策費の地域

振興プロジェクト事業の負担金補助及び交付金の補助金で、新産業等創造事業助成金で６６０

万円の減額となっております。

この事業は、たしかソラチ・クォーツ、ティ・エスフード、チロルの３事業だと思いますけ
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れども、それぞれ幾ら減額になったのかを伺いたいと思います。

４番目でございます。３９ページ、４０ページの職員費の３の職員手当等中で、時間外勤務

手当の５２７万９,０００円の増額が突出しておりますけれども、これは、可決になると、年

度末まで特記すべき事項が何かあるのか、どのような事業を予定して、これだけの額がかかる

のかをお伺いしたいと思います。

以上でございます。よろしくお願いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） １点目の市債の関係について、お答えいたします。

市債の中で、過疎地域自立促進特別事業債ということで、これは総務債で一括借り入れする

ものであります。それで、この借り入れの中で１億２,０００万円の内訳としまして、基金の

積み立てが６,６７０万円、あと、ソフト事業に対する財源として５,３３０万円が、これが許

可予定されたということで、分かれた中で、合計で１億２,０００万円の過疎地域自立促進特

別事業債が補正をしたということで、取り扱い的には、全部、総務債の中ということなもので

すから、取り扱いに問題はないというふうに捉えております。総務債で補正をしまして、一つ

は基金に積み立て、もう一つは直接事業のほうに充当ということでございますので、そういう

取り扱いをいたしました。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午前１１時１４分 休憩

────────────────

午前１１時１７分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開します。

理事者答弁、佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 大変失礼いたしました。緊急雇用創出推進事業につきましては、国

による雇用創出に向けたる交付金事業でございまして、一つは、上歌地区にありますニングル

の森環境整備事業、もう一つは、漬物の新商品開発に向けた地域特産品開発、販路拡大事業と

して予算を計上しているものでございます。

雇用人数の関係でございますけれども、ニングルの森の環境整備事業では１名、特産品開

発、販路拡大事業につきましては、２名の雇用人数となっております。

それぞれの委託料につきましては、ニングルの森の委託料が３２３万４,０００円、それか

ら、地域特産品開発につきましては、６４７万６２３２円との形での業務委託契約を結んでお

ります。

工期につきましては、ニングルの森は２５年６月１日から２５年１１月３０日まで、特産品

開発につきましては、２５年６月２０日から２６年３月３日までとなっております。

それから、次の産炭地地域振興プロジェクト事業の新産業等創造事業の補助金助成の減額の

内訳でございますが、観光事業で４２０万円、水耕栽培事業で１６０万円、それから、精密機

器でソラチ・クォーツの、言うなれば、精密機械の振動子の製造事業で８０万円となっており

ます。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） ４番目の、時間外手当の関係でございますが、これにつきまして

は、今後の支出分も含めた年間の不足額の分について補正しておるものでございます。この内

容につきましては、２５年度の新規事業対応及び職員欠員対応による時間外勤務の増というこ
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とになっております。（「済みません、ちょっと聞き漏らしたのですけれども、３番目の、残

額の、３事業の、もう１回お願いしたいのですけれども。」と呼ぶ者あり）

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 今回の新産業等創造事業助成の６６０万円の減額補正の内訳につき

ましては、観光交流施設活性化事業としてのチロルの湯の関係で４２０万円、水耕栽培ビジネ

ス事業で１６０万円、それから、振動子の製造事業におきますソラチ・クォーツとして８０万

円が内訳でございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） １番目から再質問をさせていただきます。先ほどの財政課長の答弁

で、私の考え方が間違っているのかどうなのか、もう一度、確認の意味でお伺いしたいと思い

ます。

先ほど申しましたように、歌志内市過疎地域自立促進特別事業基金条例、これにつきまして

は、２４年３月２１日条例第１０号で条例が新しくできました。それで、この提案理由につき

ましては、昨年、副市長が長々と述べております。そこで、私もこの条例を見て、それから、

副市長の提案理由を見て、それぞれ自分なりに考えて先ほどの質問をいたしました。

そこで、先ほども申しましたように、確認の意味でお伺いをいたしますけれども、副市長に

お願いいたしますけれども、先ほどの財政課長の答弁で本当に間違いないのか、その辺を、ま

ず確認をしたいと思います。

続きまして、２番目でございます。労働費の関係でございます。ニングルの森は、三百二十

何万円で、１名、人を使いましたよと、これが６月１日から１１月３０日までが工期ですよ

と。それから、もう一つの地域特産品開発、販路拡大事業につきましては、６月から３月まで

で、２名をやりましたと、こういう答弁でございました。

そこで、ニングルの森ですけれども、恐らく、先ほども質問の中で申しましたけれども、こ

の工事もそうですけれども、委託もそうですけれども、発注するときにそれぞれ委託契約なり

工事契約を結ぶのだと思うのですよ。それで、ニングルの森については１１月３０日で工事が

終わっております。それで、はっきり申しますけれども、１１月３０日終われば、普通は、終

わってから、４０日だったかな、３０日だったかな、業者にお金を払うことになっているはず

なのですけれども、その辺、契約がどうなっているかわかりませんけれども、いまだに、工事

料というのですか、委託料というのですか、払ってもらっていないということなのですけれど

も、これはどのような経緯で払えないのか、払っていないのか、その辺をお伺いしたいと思い

ます。

それから、３番目でございます。先ほど、それぞれの６６０万円の全額の内訳をお伺いをい

たしました。それで、これはたしか補助率が３分の２だと思うのです。それで、チロルの改修

工事でございますけれども、当初、総事業費が１億５,１９１万円ですか、その財源として、

３分の２が９,６７０万円が空知産炭地域助成金、３分の１が市観光施設活性化推進事業費と

して５,４４９万１,０００円となっております。このたび、先ほどの答弁では、チロルのほう

が４２０万円減額になっております。それで、この事業については、連動して市観光施設活性

化推進事業費も当然減額されなければならないと思うのでございますけれども、この補正予算

を見る限りでは、減額の傾向がございませんけれども、これはどのような処置をしているのか

をお伺いしたいと思います。

それから、４番目。私、毎回、補正予算は何とざやということで伺いをしております。私の

考え方ですよ、補正予算とは、年度内にどうしても実施をしなければならない事業が急遽発生



─ 54 ─

したとか、そういうことに、どうしても補正を、どこの、いつの議会でも結構です、補正をす

るか、あるいは専決処分をするかということで処理をするのが、私は補正予算だというふうに

考えております。

そこで、先ほどの課長の答弁は、それぞれ、ちょっと答弁聞きづらかったのですけれども、

何か長期にまとめたようなことを言っておりましたけれども、その辺もう一度、御答弁をお願

いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 過疎ソフトの関係ですけれども、先ほど財政課長から答弁したとお

りでございます。これにつきましては、今もありますけれども、過疎対策事業債ということ

で、ハードの事業ということについては、商工債とかということで目的が決まっていますの

で、そのハード事業については、その目的別に起債の科目を設定して充当すると。これについ

ては、過疎ソフトについては、あくまでも基金の積み立てという計画を持って、提案理由でも

説明したと思うのですけれども、あくまでも、一括過疎地域自立促進事業の基金事業というこ

とで、そちらのほうから、総務債のほうから、その基金を充当するということで、ソフトと

ハードということで御理解していただければと思います。

ですから、本来であれば、基金に積み立てて基金から充当するのですけれども、当該年度の

補助金としての形ですから、そういうふうな充当事業、今回の総務債に一括１億２,０００万

円を計上したということになっておりますので、長くなりましたけれども、前段、財政課長が

説明したとおり、この取り扱いについては問題はないということで認識しております。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 先ほどの答弁のこと、もう一度という部分もございましたでしょ

うか。もう一度繰り返しますが、今回の補正につきましては、今後の２月、３月分もございま

すが、それを含めた年間分の憶測額を補正するものでございまして、その内容につきましては

２５年度の新規事業対応及び職員の欠員対応による時間外勤務の増でございます。なかなか、

時間外勤務の部分につきましては、年度当初のほうの想定は難しいものでございますが、予算

のとり方といたしましては、１人当たりの給料の５％、２５年度につきましては５％を計上し

たところでございます。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午前１１時３３分 休憩

────────────────

午前１１時４４分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開します。

佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 済みません、二度にわたりまして、大変失礼いたしました。

緊急雇用創出事業のニングルの森の関係での支払い等の、未払い等につきましての御質問で

ございますけれども、これにつきましては、今確認いたしましたが、７月３１日の時点で、委

託契約で結んでおります３２３万４,０００円のうち１５０万円を概算払いとして支出をして

おります。残りの部分につきましては、現在、道との実績報告事業書の確認を行っております

が、昨日もその関係で担当者が行っておりますが、それを決定をもって、残りの部分について

支出をしたいというふうに考えております。

それから、もう１点、チロルの湯の関係でございますけれども、当初予算といたしまして

は、総事業費に対しまして基金助成額の３分の２、それから、残りの部分につきまして、市の
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補助金という形での当初予算での計上の仕方をしております。その後、実際に工事が始まりま

して、基金で対象となる事業費の関係から、先ほど申し上げた決算の状況というふうになって

おります。残り、設計委託とか、それから追加工事等の部分について、基金対象外の部分につ

きましては、市の事業補助という形の中で整理をさせていただいたという形での決算となって

おります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） ちょっと今の答弁では、市がやっている全般的な事業について、私、

ちょっと納得いかないですね。工事にしても、委託契約にしても、先ほど来、私が言っている

ように、それぞれ、事業を始めるときに契約結ぶのだと思うのですよ。思わないで事業は執行

は、私はできないという考え方をしているのですよ。それで、委託の場合は、私は余りよくわ

かりませんけれども、建設工事の場合は、例えば入札をしましたよと、工事が始まりましたよ

と、何日以内だったか、ちょっと忘れましたけれども、４０％だったかな、４０％は前払金で

払いますよと。そして、工事が終わったら終わった時点で、３０日以内だとか４０日以内に残

金を払いますよと、こういう契約だと思うのですよ。恐らく委託契約についても、そういう契

約をしているはずなのですよ。

それで、今の答弁で、百何ぼだか、いつ、７月何日だかに何ぼ払いましたよと。これは、建

築と同じで前払金制度だと思うのですよ、僕は。それで、１１月の工期の分で、１１月は３０

日ですから、３０日に終わったら、少なくとも４０日以内に残金を払わなければ、契約書でペ

ナルティーというのかな、どっちが、業者が払うのか、市が払うのか別にしても、ペナル

ティーを払わなければならないのだと、こういう契約だと思うのですよ。そうすると、先ほど

言ったように、今の補正で二百何万円落としていますよね。そうすると、払うときに、契約と

何日過ぎたのだと、ペナルティーを取られた場合に、これを全部落としてしまうと、どういう

形になるのか。私は、今の答弁では納得はいかないと思うのですよ。

それから、先ほどのチロルのやつですね、減額で落としましたよね。そして、恐らくこれも

先ほど、それで私、内訳を聞いたのですけれども、８０万円と１６０万円と４２０万円、こ

れ、恐らく入札減だと思うのですよ、それぞれの。これも、先ほど来言ったように、それぞれ

契約を結んでいるはずなのですよ。それで、特にこの空知産炭地助成金については、最初か

ら、チロルの湯改修工事については、建設工事が七千四百幾ら、設備工事が五千三百幾ら、電

気工事云々ということで、予算をちゃんと割り振りして、そして、それぞれ入札したのだと思

うのですよ。これ、入札減だと思うのですよ。それを、余ったからほかに使うと、これは市の

予算執行上、全てにそういうことをやっているのか。３回しか質問できないので、これで終わ

りなのですけれども、その辺をきちんと、納得のいくように答弁をお願いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） ニングルの森に係る業務委託の契約の関係でございますけれども、

契約書の中でいけば、言うなれば、この中で委託料の請求支払い、それから概算払いにつきま

しても、契約内容に明記をしております。この部分でいく概算払いにつきましては、委託料の

範囲内、委託料の契約内においての概算払いは請求ができるということからして、先ほど申し

上げたとおり、概算払い、１５０万円をしたところでございます。その後につきましては、事

業実績報告後、各関係の部分での実績報告書の提出後、それら、道の関係の部分もありますの

で、それらの検定等を受けた中で、その後について請求後、起算してから３０日以内に支払う

という形での契約内容になっております。
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現在、先ほど申し上げたとおり、昨日も、これらについての、この事業に関しての事業実績

報告のヒアリングを空知振興局で受けておりますので、それでもって近々確定されるものとい

うふうに思いますので、確定額、概算払いを差し引きました残りを精算でお支払をしたいとい

うふうに考えております。

それから、チロルの湯の関係でございますけれども、言うなれば、当初で予算計上をしてい

た時点につきましては、ある程度想定の部分の中で、建築、電気、それから設備という形、そ

れから、そのほかで設計委託という形での総事業費を持っておりました。その後、実際に工事

入札を行って、その部分での対象事業費が決定をしたところでございます。しかしながら、工

事途中において、追加的な、実際に始まってみなければわからない部分での工事とかも発生し

ておりますので、それらについては基金対象事業の部分からではなく、市の事業の部分での中

において、総工事の部分について対応したということでございます。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 最後の、チロルの湯改修の件で、財政の立場でちょっと補足した

いのですが、当初、チロルの湯改修ということで、概算で、ざっとした数字で言えば１億５,

０００万円かかるだろうと。そのうち約１億円、９,６００万円、１億円として、１億円が産

炭地振興補助金をもらってやりましょうと。あと、残り５,０００万円については、市が単費

でやりましょうということで始まった事業で、歳出の事業費全体は、補正が出てくるような事

業費の変更はございません。ただ、財源内訳が変わってきたということでございます。結局、

産炭地振興の対策費で、補正で、チロルの湯の改修事業４２０万円落としたというのは、この

４２０万円につきましては対象外という扱いをされて、４２０万円落ちたということでござい

ます。

また、当初、市は約５,０００万円の市費、持ち出しを考えていたのですが、それについ

て、今回の補正で上げましたけれども、過疎のソフト事業が認められたということで、約５,

３３０万円ほど起債がついたということで、全て、財源区分が、財源の中身が変わったという

ことで御理解をしていただきたいと思います。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 原田議員の質問を打ち切ります。（「答弁になっていないです」と呼

ぶ者あり）

午後１時まで休憩します。

午前１１時５７分 休憩

────────────────

午後 ０時５６分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開します。

午前中の原田稔朗さんの３回目の質疑に対し、理事者より追加の答弁の申し出がありました

ので、答弁を許可します。

理事者答弁、佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 緊急雇用創出事業の関係について、御答弁を追加でお願いいたしま

す。

委託事業者からは、平成２５年１２月２日に、市に対し実績報告書の提出があり、これを受

理しております。しかし、報告書内容の審査の結果、就業実績等に不備があるため、市として

委託料の額を確定できないでいるところでございます。よって、事業者からは委託料の請求行

為がないことから、最終の支払いを、現在していないという状況でございます。
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以上でございます。

○議長（山崎数彦君） ほかに質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 歳出で、ちょっと何点か質問させてもらいたいと思います。

一つ目、１８ページなのですけれども、財政調整基金１億５,０００万円積み立てまして、

総額幾らになるか教えていただきたいと思います。

二つ目、２０ページ、東光団地の広告宣伝印刷費、これが２１万円減ということなのですけ

れども、これは、業者に出さないで自費で何かいろいろ広告をつくったりして減らしたものな

のか、教えていただきたいと思います。

三つ目、２２ページの育成医療事業５８０万円の減少額なのですけれども、これ、恐らく障

がいを持つ子供に対してのいろいろ事業だと思うのですけれども、何でこんなに減少している

のかをお聞きしたいと思います。

四つ目、２４ページの温泉利用優待の１３０万円減少額出ているのですけれども、これは、

何でこんなに減少額が出ているのか、お聞きしたいと思います。

五つ目に、２６ページ、児童扶養手当の２００万円減、これの理由を教えていただきたいと

思います。

６個目、３４ページです。防災一般経費の全国瞬時警報システム、これなのですけれども、

このシステムを設置するに当たって、今の防災無線とすぐ連動できるのかどうなのかを、

ちょっとお聞きしたいと思います。

７点目、３６ページなのですけれども、奨学一般経費、遠距離通学費の対象者の減というこ

となのですけれども、これは、何人分減少しているのか教えていただきたいと思います。

８個目、３６ページの奨学金給付なのですけれども、利用者の減と、さっき説明されたので

すけれども、実際何人利用したのか、伺いたいと思います。

８点なのですけれども、済みません、よろしくお願いします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） １点目なのですが、財政調整基金の見込みということなのです

が、今のところ、１６億円を見込んでおります。

それと、２点目の東光団地の広告チラシの印刷と新聞折り込みの皆減の件なのですが、これ

につきましては、既にある、前回つくったものがありまして、それに少し手を加えまして、そ

して、２５年６月号広報と９月号広報に折り込みをしたということでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） まず、育成医療の部分でございますが、当初、今回５８０万

円の減額補正ですが、２５年４月１日から自立支援医療の育成医療が北海道から市町村に移譲

されたものでございまして、当初、北海道から８名分の対象者がいるという情報をいただき、

予算計上をしましたが、実際には１名しかいなかったもので、このたびの減額補正になったも

のでございます。

続きまして、温泉利用優待券事業でございますが、１３０万７,０００円の減額補正は、優

待券交付及び利用の当初見込みより下回ったことによる減でございます。現在、交付率は５４

％程度で推移しております。これまでも、広報、５回程度ＰＲいたしましたが、現在、そのよ

うなところになっております。

それと児童扶養手当の減でございますが、２０６万３,０００円の減につきましては、児童
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手当受給者の減による、決算見込みの減によるものでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） Ｊ－ＡＬＥＲＴの設置の件でございますが、現在設置のＪ－ＡＬ

ＥＲＴの中に入ってくる情報につきましては、それ以降は、消防の有線放送や広報の車両によ

る周知など、職員の手作業による情報伝達となっているのが現状でございます。今回、全額国

の間接補助で自動起動化ということで、今の入ってくる情報につきまして機械を設置いたしま

して、今度は職員の手を介さずに情報を自動で伝達するための装置を今回整備するということ

でございます。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 奨学一般経費の遠距離通学費の関係ですけれども、中学校の遠距

離通学費でございますけれども、当初予算に３４人分を計上しておりましたが、最終的に３０

人ということで、４人の減でございます。

次に、奨学金の貸付金の関係でございます。当初予算で大学生２人、高校生１人の年間分３

人分を計上しておりましたが、今年度、一人の利用もありませんでした。過去、大体１人ぐら

いの実績、３年ぐらいちょっとなかったときもありましたけれども、大体１人なのですけれど

も、今回、２５年度については、利用者がいなかったというところでございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 財調の件なのですけれども、いつも質問しているのですけれども、毎年

１億円以上積み立てして、今の１６億円ぐらになるのではないかという話になっているのです

けれども、積み立ては必要だ、これはわかるのですよね。今回１億５,０００万円なのですけ

れども、仮に２,０００万円、３,０００万円ぐらいを福祉の充実、もっと新しいものに充てる

だとかということを、どんどん考えていく必要があるのではないかなと思うのですけれども、

その辺どういうふうに捉えているか、お聞きしたいと思います。

広告費なのですけれども、歌志内としては定住のＰＲとして大きなものだと思うのですよ

ね。やっぱり予算づけされているのであれば、どんどんＰＲをする必要があると思うのですけ

れども、その辺はどういうふうに考えているか、お聞きしたいと思います。

四つ目に質問した優待券なのですけれども、５４％程度にとどまっているということなので

すけれども、該当者がどこの世帯で何人いるとかという、多分、市のほうでは把握しているは

ずなのですよね。それで、亡くなられた方々とかというのもいるかもしれないのですけれど

も、もらいに来ていない方、こういった方々に、もうちょっと積極的に連絡をとるだとか、い

ろいろする必要があるのではないかなと思うのですけれども、その辺どういうふうに考えてい

るか、お聞きしたいと思います。

最後の、奨学金ですね、ことし、いなかったということなのですけれども、制度自体、この

奨学金を受ける制度自体を、もうちょっと受けやすい制度にしたりだとか、少し見方を変えて

いく必要もあるのではないかなと思うのですけれども、その辺どう考えているか、お聞きした

いと思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） １点目の、財調に関する部分について、私からお答えしたいと思いま

す。

議員おっしゃるように、私どもも、可能であれば、市民の福祉の増進といいますか、いろい

ろな制度を含めて手当てをしたいと、誰もが考えることでございますけれども、今、財政課長
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からお話がありましたとおり、１６億円程度の財調の積み立てということで、この周辺の自治

体から比べても、はるかに少ない金額でございます。一度厳しい財政状況に陥った経験を踏ま

えても、歌志内としては、少なくとも標準財政規模の２４億円ぐらいまでは、何とかこれから

積み立てをして、非常時があったとしても、少なくても１年程度は持ちこたえられるようにし

なければならないのではないかという思いでございます。

ただ、そうはいいましても、何でもかんでも貯金して一切使わない、こういうことは、女鹿

議員御指摘のとおりだと思いますので、今までも、例えば昨年、新しい制度を動かしたとか、

新年度も、またそういう考え方で御提案しておりますけれども、身の丈に合ったといいます

か、そういう中で庁内で協議をしながら、必要な金額については予算化してまいりたいと思い

ますけれども、何せ、お金がゼロからのスタートだったものですから、そういう部分について

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） ２点目の東光団地の分譲チラシの件なのですが、女鹿議員さんが

おっしゃるとおり、どんどんＰＲすべきということにつきましては、そのとおりだというふう

に考えております。今回は、たまたま、前回つくったチラシがありましたので、それに手を加

えながら、２回ほどチラシを広報に挟むことが、チラシを折り込むことができましたので、そ

れで、新しいチラシの作成をやめたということでございますので、御理解願います。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 温泉利用優待券の事業につきましては、これまでも、広報の

ほかにも、老人クラブの総会ですとか、いろいろな団体の集まりの中でＰＲに努めてきたもの

ですが、なかなか個人的に、個々にＰＲするというのは、なかなかな難しい面がありますの

で、今後も、そういう団体等の集まり等でも積極的にＰＲを努め、交付率が上がるように努め

ていきたいというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 奨学金制度自体を受けやすい制度にしたらどうかというふうに、

どう考えているかということの御質問ですけれども、例年、大体１名ぐらいということで、こ

れが歌志内的に多いのか少ないのかということはどうなのかなということも、ちょっといろい

ろ考えたりしておりますけれども、はっきりとした分析として押さえては、今のところはあり

ません。やはり、どちらかというと、どこでもそうなのですけれども、どこの市町村もそうな

のですけれども、自分のところの制度ではなくて、やはり国の日本学生新機構の奨学金を借り

ているということが、大方の、そういう実態が多いというふうに、近隣の市町の担当者からも

聞いているところでございます。また、今の時代、卒業しても就職できないとか、いろいろな

ことがありまして、借りて返す段階での負担があるということでの戸惑いというものもあるの

かなというふうに思っております。

それで、機構の奨学金、いろいろ制度が、金額的に月額５万円から６万円という高額な金額

を貸していただけるということがありまして、そちらのほうに流れているのだろうというふう

にも推測しております。どちらにしても、今までも検討はしているのですけれども、今後も引

き続き、使いやすい方法、それから、本当に本市として国の制度があるのであれば、本市の制

度いかがなものかということも含めて、ちょっと総合的に、さらに今後も検討していきたいと

いうふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。
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○６番（女鹿聡君） わかりました。最後に、宣伝広告費なのですけれども、今、財政課長言

われたように、前のやつを使って、経費が２１万円浮いたというふうな感じだと思うのですよ

ね。その２１万円以上、もし、もう一回新しいチラシをつくるのであれば、かかるのかもしれ

ないのですけれども、もっと、定住対策ということを考えても、あそこの東光団地は区画が７

区画くらいあって、まだ全部売れていないわけですから、その辺をもっと、本当に大々的にと

いうか、どれぐらいできるのかわからないですけれども、ＰＲが、予算を残さないで、逆に、

少しでも増額するぐらいの気持ちでＰＲする必要があるのではないかなということを思うので

すけれども、もう一回どうですか、その辺、答弁のほう。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 今の御質問の件につきましては、やはり積極的なＰＲ活動という

のは大変重要なことだということで思っております。そこで、先ほども申し上げましたが、広

告チラシを、たまたま２回ほど、前に使ったやつなのですが、それを使用しまして２回ほど折

り込むことができましたので、あえてつくるのをしなかったということでございますが、女鹿

議員さんのおっしゃっている、どんどん広告費にもお金をかけて宣伝をすべきだというような

ことは、貴重な意見として捉えまして、今後検討したいと思います。来年度でも、いろいろ宣

伝関係につきましては考えておりますので、推進してまいりたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さんの質疑を打ち切ります。

ほかにありませんか。

梶敏さん。

○１番（梶敏君） 一つだけお伺いします。

今、女鹿議員からも一つ話がありましたけれども、５ページと３４ページに載っております

Ｊ－ＡＬＥＲＴ、この件についてお伺いをしたいと思うところでございます。

これが、予算組んでありまして、なおかつ、５ページのところで繰越明許になっているわけ

で、来年度ということになろうかなと思いますけれども、そのおくれた意味を教えていただき

たいと思います。

そして、これは恐らく、市民の生命、財産、安心感、これを、財産を守る、命を守るという

ことで大事な一つの役割を果たすものと期待をしているところであります。来年度、これを着

手をするというふうに伺ってございますが、先ほどの答弁にありましたが、これはいつごろを

めどに、そして、システム稼働がするのか、お伺いをしたいと思います。

まず最初に、繰越明許になった理由と、それから、このＪ－ＡＬＥＲＴ、この辺のところを

詳しく教えていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 先ほどの女鹿議員の御答弁でも、ちょっと、私、足りない部分が

ありましたので、その部分も含めて、再度、御説明いたしたいと思います。

まず、今ございますＪ－ＡＬＥＲＴ、全国瞬時警報システムでございますが、これは、平成

２２年に設置したところでございます。それで、先ほど申し上げましたが、現在設置のＪ－Ａ

ＬＥＲＴに入ってくる情報につきましては、有線放送ですとか広報車両と、職員の手作業によ

る情報伝達となっているのが現状でございます。それで、今回、国のほうの間接補助金のほう

で、そのものを自動起動化すると、職員の手を介さずに情報の伝達を自動でするための装置を

今回つけるというものでございます。ただ、その自動起動装置が今回つくことができますけれ

ども、その先の情報伝達手段につきましては補助対象外となっておりまして、この、今、国で

全額補助がつく装置を設置した市町村は、その何らかの伝達手段をつけなければならないとい
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うような仕組みになってございます。その自動起動の対象となる情報伝達手段は何かと申しま

すと、一つには防災行政無線ですね、それとケーブルテレビとかコミュニティーＦＭ、登録制

メールなどが挙げられておりますが、防災行政無線にすると数億円が単費でかかると。ケーブ

ルテレビとかコミュニティーＦＭをやるにしても、数千万円の費用が市町村で見なければなら

ないということになりますので、歌志内としては、一番安い、登録制メールというものをつけ

たいということで、平成２６年度の予算に計上しているところでございます。

また、なぜこの時期かという部分でございますが、この補助の予算が出てきたのも、平成２

５年１２月５日付で好循環実現のための経済対策ということの閣議決定がされた中の部分で、

消防庁のほうから自動起動装置の未整備の市町村、これを解消するために消防庁のほうで交付

金を要求して、これが通ったということでございまして、また、２６年度以降の予算措置につ

いては困難であるということが見込まれるので、早いうちに未整備の自治体は補正予算で対応

して整備願いたいというような通知があったところでございまして、今回、３月の補正に組み

込んだものでございます。

今のところの予定につきましては、事業完了の予定を９月末ごろということで想定している

ところでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 梶敏さん。

○１番（梶敏君） 大変詳しく説明を、御答弁をいただきました。市民の生命、財産を守るた

めにも、いろいろな手を講じて、市民の安全、安心というまちにしていただきたいなと、思う

わけでございます。また、いろいろな関係の方々も一生懸命これに取り組んでいるわけですか

ら、それに応える意味でも、これも大きな役割が、一つには果たせるのかなと、こう思ってお

ります。９月末ぐらいまでにできますよということで、計画的なもの、めどが立つ市民も、安

心して暮らせると思います。ただ、それで、今初めて聞いたのですけれども、登録メールにし

て配信をすると、これは、ある意味で、パソコンとか携帯電話ということを、アドレスを教え

れば全部ついてくるよという理解でよろしいのですか。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 今、梶議員おっしゃったように、パソコンですとか携帯のほうに

登録をしていただいた方のほうに一斉にメールで流すと。ただ、受信については、その登録し

た方の負担になるということもございますので、その辺は、今後、周知していきたいと思って

おります。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 何点か確認の意味でお尋ねしたいと思います。

今の５ページの繰越明許費なのですけれども、公民館の発電機が現在故障しているよと。こ

れも、時期的にいつごろ直るのかという公算をお尋ねしたいと思います。これまた、公民館だ

けが賄える程度の規模なのか、その辺もちょっとお尋ねしたいと思います。

それで、現在、恐らく避難場所として考えておられると思うのですけれども、現在、使えな

い状態のままで不安はないのか、その辺の配慮はどうされているのかを、お尋ねしたいと思い

ます。

それと、２８ページで説明されたのですけれども、健康診査ないしは健康診断、感染症対

策、これの減額がかなりいろいろあるのですけれども、今のこの受診率向上の政策、このまま

でいいのかどうか、もうちょっと検討が必要なのではないかというふうに考えるのですけれど
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も、その辺はいかがですか。

それと、３２ページで説明されました除雪委託料の増額補正なのですけれども、ことしの降

雪量、平年費どのぐらいになっているのか。それと、この時期になりますと、除雪と排雪、排

雪のほうに負担が多くなるのではないかと思うのですけれども、この１,１００万円、除雪、

排雪に化けるとすると、どのぐらいの配分量になるのか、お尋ねしたいと思います。

それと、３４ページの住宅一般経費の電気料の説明の中で、電気料金が上がったよというの

と、それから、空戸の共同灯の電気代を負担していますという説明でしたのですけれども、今

後、この空戸の共同灯の電気料の対策、恐らく、余り空戸が埋まるということは考えづらいの

ではないかと思うので、その空戸の対策、俗に言う、集約してコンパクトにというのが一番い

いのかもわかりませんけれども、その後の対策、検討されているのかどうか。

それと、同じページの消防団員の報酬が若干ふえているのですけれども、これは、団員がふ

えて、その分の報酬ということなのか。また、その団員、これは予定されている人数が補充さ

れているのかどうか、その辺を確認したいと思います。

以上、お願いします。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 公民館の非常用発電機の関係でございますけれども、故障した発

電機、公民館建設時ですから、２９年から３０年ぐらいたっているのですけれども、やはり、

大分、製造メーカーも現在ないということで、部品等も既にないということで、修繕に対応で

きないということで、まるっきりの取りかえということでございます。それで、停電時に非常

用発電が作動しないということになりますものですから、例えば、火を消すスプリンクラーと

か、あと、煙を外に出す排煙装置ですか、そういうものとか、それから非常灯ですね、明かり

ですね、そういうものが使えないという状況になっておりまして、非常に不安な状況に陥ると

いうことになります。

それで、初期活動といいますか、消火とか避難とか、そういうものに支障が出るということ

で、人命にかかわっては大変だということもありまして、何とか消防からの指導、助言をいた

だきながら、今進めているところでございまして、装置が完全復旧するまで、消防からの指導

をいただいて、消火器を増設するとか、それから、速やかな避難というものを優先させると

か、こういうことで何とか進めてまいりたいなというふうに思っております。

それで、この発電機、発注してから、オーダーメイドなものですから、５カ月ぐらいかかる

ということで、今回、繰越明許でお願いしたというところでございまして、何とか完成するま

で問題が起こらないように進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） このたびの１４７万８,０００円の減額補正につきまして

は、受診者数の減少によるというところでございますが、計画では、当初１,３６４人ほどを

見込んでおりましたが、実績では９８０人ということで、３８４人ほど減少しております。健

康診査の中には、がん検診だとか各種検診事業ございます。これらのＰＲや無料クーポンの発

行だとか行っておりますが、今後は、やはり市民の皆さんに健診の大切さというものをわかっ

ていただきながら、そういう必要があるのかなと思いますので、その辺も含めてＰＲについて

努めていきたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 川野議員さんの御質問にお答えいたしたいと思います。

まず、降雪量の平年比はどうかということでございますが、消防のほうのデータでいきます
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と、きょう現在で９メーター９６センチの降雪で、昨年のきょう現在が９メーター８０という

ことで、１.６％の増ということでございます。今後の推移といたしましては、約１カ月後の

４月の中旬ぐらいまで何センチか降るだろうと想定しているところでございますが、ちなみ

に、昨年は４月１３日、最後３センチ降って、それ以降は降っていないという消防のデータか

ら判断いたしますと、例年どおり、これぐらいの時期まで降ったり降らなかったりという時期

が続くのではないかなと思います。

２番目でございますが、この除雪の補正に対しての除雪と排雪の負担割合といいますか、ど

のような状況かということでございますが、大体、早朝除雪等を含めて、ダンプを使わない除

雪が７００万円ぐらい、それで、ダンプを使う部分が４３２万４,０００円ということになり

ますが、これは、この状況によって、これが変わる要素もございます。

それと、３番目の電気料金、空戸の共同灯の対策でございますが、今現在、やはり毎年空戸

がふえております。その理由は、人口減少からふえているということでございます。今後の対

策といたしましては、市政執行方針にもうたっております、空戸の、いわゆる定住化に向け

た、空戸の対策ということで、例えば１棟４戸で３戸しか入っていない部分の残りの１戸を内

部を改修して、できるだけ詰めるようにということで考えておりますので、そういったことか

ら、いわゆる共用灯の対策にも寄与するのではないかと思いますので、今後ともこのようなこ

とを意識しながら進めてまいりたいと思っております。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 消防団の報酬についてお答えいたします。

当初予算は５３名で見ておりました。７月から１名ふえまして５４名になり、１２月まで５

４名の、１名多い状態が続いております。その後、退団もあり、現在は５２名となっておりま

す。その差額分が、今回の補正ということでございます。また、定員につきましては、団本部

が１４名、これは定員を満たしております。第一分団につきましては、２０名、３名の減、第

二分団につきましては５名の減と、そういうことになっております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育長。

○教育次長（小玉和彦君） 装置が公民館の中で賄うものなのかという御質問でしたけれど

も、公民館内だけの非常発電機でございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） その件なのですけれども、ここの発電機によって、その周辺、例え

ば、どこかのポンプを運転して放水するとか何とかという役割はできる発電機ではないという

ことですね、規模的には。

それと、オーダーメイドなので５カ月ぐらいかかるよというのは、これ、逆算したら何月に

完成するということなのでしょうか。

現在のところ、そういう内部の人が待機するということは可能なのでしょうけれども、避難

所としてほかからここへ集まってくるというときに、停電になった場合の対策というのは何か

考えておられるのですか。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） まず、今回の発電機に関しましては、消防設備を動かす発電機でござ

います。あそこについている屋内消火栓等ですね、それを動かすための発電機が故障したとい

うことでございます。

いつごろできるかということでございますが、報告によりますと、８月下旬に完成するとい
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う報告は受けております。

また、避難所についてどうなのだということでございますが、やはり、設備が使えないとい

うことは大変なことだなとは思っておりますが、このような有事の際は想定もできます。その

ようなことで、大型消火器など、また、人員の配置など、消防計画を見直すことによって、そ

の辺はクリアできるのかなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

今の工事完成が８月下旬ということは、５カ月前となると３月、ということは、今月になっ

てオーダーをかけたということの理解なのでしょうかね。一番心配なのは、避難所になったと

きの心配だと思うのですよね。公民館自体の火災云々は、今、消防長おっしゃられるように、

ほかから持ってきた機材で十分間に合うと思うのですけれども、あそこの場所を当てにして

入った人に、どういう対応ができるかということなのですけれども、５カ月前、今月発注した

という理解でよろしいのですか。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 今回の補正予算が可決になった後に、早急に建設課と協議しなが

らすぐ発注というような形で、５カ月後ですから、８月末というようなことでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

本田加津子さん。

○７番（本田加津子君） ３６ページ、先ほどの奨学金貸し付けのことだったのですが、利用

される方が誰もいなかったということだったのですけれども、問い合わせ自体もなかったの

か、お聞かせください。

あと、次、３８ページ、体育館の管理人さんのことだったのですが、今、管理人さんという

のは何名いらっしゃって、時間的には何時間ぐらいの勤務されているのか、教えてください。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

奨学金の貸付金の関係ですけれども、何か、最初、２５年の４月ぐらい、電話で１件あった

というのはちょっと記憶しておりますけれども、それ以外にはなかったみたいですね。ただ、

２６年度については、もう２件ぐらい、また問い合わせはあるということで、何とか、また借

りる方がいらっしゃるのかなというふうには思ってはおります。

それから、体育館の関係ですね。現在、管理人が１人で清掃員がお２人ということで、この

３人の方で体育館の運営をしておりますけれども、勤務時間については、３人交代で１０時か

ら晩の９時までということで、３人交代で行っております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１４号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。
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これより、議案第１５号平成２５年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第３号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１５号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１６号平成２５年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１６号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１７号平成２５年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１８号平成２５年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１８号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１９号平成２５年度歌志内市病院事業会計補正予算（第２号）について質

疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 先ほどの説明の中で、看護師給３７０万円の減額ですけれども、１２

月に３名が退職されたということですけれども、３月現在では、この３名の補充、されたの

か、ないしは、予定はあるのかをお尋ねいたします。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 看護師３名の退職の後の補充につきましては、２名につきま

しては、以前、医療法の改正により前倒しで２名採用したことがございます。その件につきま

しては経過措置で、医療法の改正が経過措置ということになりまして、以前の１４名でいいこ

とになりましたので、２名については補充はいたしません。なお、１名については、今現在募

集をかけておりますので、今後、４月に向けて、応募があれば採用したいというふうに考えて

おります。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号は、原案のとおり可決されました。

議案第２０号から議案第２５号まで

○議長（山崎数彦君） 日程第９ 議案第２０号より日程第１４ 議案第２５号まで一括議題

といたします。

この件について、一括提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

議案第２０号から議案第２５号まで、提案いたしました平成２６年度歌志内市各会計歳入歳

出予算につきまして、会計別にその概要を御説明いたします。

１、予算の総額は、一般会計４１億円、市営公共下水道特別会計３億７,０５０万円、市営

神威岳観光特別会計５,１００万円、国民健康保険特別会計１億３,３６０万円、後期高齢者医
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療特別会計９,５２０万円、合計４７億５,０３０万円。病院事業会計７億１,６９８万円、総

計５４億６,７２８万円であります。

一般会計及び特別会計の合計は、前年度当初に比べ２億９,６９０万円、５.９％の減であり

ます。また、事業会計を含めた総計では、前年度当初に比べ２億７,２６８万円、４.８％の減

であります。

２、一般会計につきまして御説明いたします。

本年度の予算編成は、住民生活の安全確保、住民福祉の充実及び教育環境の向上を基本とし

ながら、限られた財源、財産を効果的に活用し、効率よく市の活性化を図ることを主眼といた

しました。

住民生活の安全確保につきましては、道路ストック総点検により市道の危険箇所を把握する

ほか、消防広報搬送者の更新や災害備蓄品の確保、ハザードマップの作成等を実施してまいり

ます。

住民福祉の充実につきましては、後期高齢者健康診査の無料化のほか、食生活改善推進員の

要請や子ども・子育て支援事業計画策定、シルバーハウジング緊急通報システム更新等を実施

してまいります。

教育環境の向上につきましては、高等学校等就学支援のほか、情報通信技術を活用した授業

の推進のため、小・中学校への実物投影機やタブレット端末の初期的配備、小・中学校トイレ

洋式化などを実施してまいります。

また、学校給食費につきましては、累増している食材費値上がり分及び消費税増税分を転嫁

せず、市が負担することとしております。

投資的事業につきましては、小規模治山事業や本町川沿線道路改良舗装、屋根改修などの公

営住宅整備のほか、旧中学校体育館解体除却などを行います。

予算総額は４１億円で、前年度当初に比べ１億５,８００万円、３.７％の減となりました。

以下、歳出につきましては、各会計予算資料（１１ページ）第４表「一般会計歳出予算款別

性質別分析表」により、また、歳入につきましては、款別に、それぞれ御説明いたします。

（１）人件費は９億５,７９４万４,０００円で総額の２３.４％を占め、前年度当初より５

７万円、０.１％の減であり、この主な要因は、平成１８年度より実施しておりました職員給

与の独自削減を完全復元したことに伴い、職員給２,５４７万８,０００円、共済組合納付金５

６５万２,０００円の増などであります。一方、前年度実施した退職手当組合納付金の追加納

付が本年度は生じないことなどにより、３,１０４万７,０００円の減などであります。なお、

議員報酬及び特別職給与につきましても、削減率の圧縮を行っております。

主な内容は、議員報酬３,２２３万５,０００円、委員等報酬５,３３５万３,０００円、市長

等特別職給与３,０２２万３,０００円、職員給５億８,３７４万８,０００円、共済組合等納付

金１億５,１２９万７,０００円、退職手当組合納付金９,３２４万９,０００円であります。

（２）物件費は６億１,３１７万８,０００円で総額の１５.０％を占め、前年度当初より２,

７４６万５,０００円、４.３％の減であり、この主な要因は、前年度実施した戸籍総合管理シ

ステム導入に伴う戸籍データ作成委託料５,５３９万２,０００円の皆減などであります。一

方、ＰＣＢ廃棄物処理手数料が１,０７０万５,０００円、道路ストック総点検委託料が７１０

万円の皆増、除雪委託料が６４７万７,０００円の増となっております。

主な内容は、賃金４,２４５万３,０００円、需用費１億２,８５０万６,０００円、役務費

４,２５６万５,０００円、委託料３億４,３３５万３,０００円であります。

（３）維持補修費は５,１３６万７,０００円で総額の１.３％を占めており、前年度当初よ



─ 68 ─

り６４５万２,０００円、１４.４％の増であります。この主な要因は、市道に係る維持補修費

４９５万９,０００円、公営住宅に係る維持報酬費１９５万円の増などによるものでありま

す。

（４）扶助費は７億４,７１３万円で総額の１８.２％を占めており、前年度当初より２９５

万８,０００円、０.４％の増であります。この主な要因は、障害者福祉サービス給付事業１,

１４７万４,０００円、老人福祉施設措置費９２０万２,０００円の増などであります。一方、

生活保護事業が８７５万９,０００円、育成医療事業が４５０万６,０００円の減となっており

ます。

主な内容は、障害者福祉サービス給付事業２億２,４５０万８,０００円、医療福祉助成事業

２,６７２万２,０００円、老人福祉施設措置費６,７２４万１,０００円、生活保護事業３億

３,３３０万６,０００円、児童手当３,４４２万５,０００円、児童扶養手当２,７９６万円で

あります。

（５）補助費等は４億７９９万１,０００円で総額の１０.０％を占め、前年度当初より５,

５２０万４,０００円、１５.６％の増となっております。この主な要因は、臨時福祉給付金

１,７９５万円、アリーナチロル活用推進補助金１,００６万４,０００円及び高等学校等就学

支援金８８８万円が皆増となったほか、後期高齢者医療広域連合負担金が８３３万５,０００

円の増となったことによるものであります。

補助費等の内訳は、負担金等２億８,０９７万７,０００円、補助・交付金９,６６０万５,０

００円、その他（報償費等含む）３,０４０万９,０００円であります。

なお、明細につきましては、各会計予算資料（１３ページ）第５表「各会計負担金補助及び

交付金調」に記載のとおりであります。

（６）普通建設事業費は２億２,４２５万５,０００円で総額の５.７％を占め、前年度当初

より１億３,３９２万９,０００円、３６.４％の減であります。この主な要因は、前年度実施

したチロルの湯大規模改修等に対する新産業創造等事業助成金９,６７０万円、同じく、施設

改修事業補助金５,４４９万１,０００円、埋立処分地等改修事業５,１４６万５,０００円及び

水槽付消防ポンプ自動車整備事業４,４１０万円の皆減などによるものであります。一方、じ

ん芥収集車整備事業が１,３４１万８,０００円の皆増、小規模治山が６５７万５,０００円の

増などとなっております。

補助事業は５,６０４万６,０００円で、主なものは、改良住宅屋根改修２,０９１万８,００

０円、市営住宅解体除却１,４６６万４,０００円、単独事業は１億７,１３１万９,０００円

で、主なものはじんかい収集車整備１,３４１万８,０００円、小規模治山１,６０１万６,００

０円、本町川沿線道路改良舗装９５４万８,０００円、中学校屋上防水改修１,２７３万４,０

００円、旧中学校体育館解体除却１,１１８万９,０００円。受託事業は、分収造林事業の６８

９万円であります。

なお、明細につきましては各会計予算資料（２２ページ）第６表「各会計事業費調」に記載

のとおりであります。

（７）災害復旧事業費は２１万円で、応急対策費及び一般災害復旧費を計上しております。

（８）公債費は４億７,５５５万２,０００円で総額の１１.６％を占め、前年度当初より２,

９４３万８,０００円、５.８％の減であります。内訳は、一般債元利償還金４億７,５４５万

２,０００円、一時借入金利子１０万円であります。

（９）積立金は１６５万６,０００円で、前年度当初より１９万２,０００円、１３.１％の

増であります。明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第７表「積立金調」に記
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載のとおりであります。

（１０）投資及び出資金は１,６６１万１,０００円で、前年度当初１４６万１,０００円の

減であります。明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第８表「投資及び出資金

調」に記載のとおりであります。

（１１）貸付金は３,０６７万６,０００円で、前年度当初と同額となっております。明細に

つきましては、各会計予算資料（２８ページ）第９表「貸付金調」に記載のとおりでありま

す。

（１２）繰出金は５億４,７０２万６,０００円で総額の１３.３％を占め、前年度当初より

２,７４４万７,０００円、４.８％の減であり、この主な要因は、病院事業会計繰出金２,７８

２万９,０００円の減などによるものであります。明細につきましては、各会計予算資料（２

８ページ）第１０表「繰出金調」に記載のとおりであります。

（１３）予備費は１,６４０万４,０００円を計上しております。

以上で歳出の説明を終わりまして、次に、歳入につきまして御説明いたします。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午後 １時５７分 休憩

────────────────

午後 ２時０６分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

（１）自主財源である市税は２億１,００６万６,０００円で総額の５.１％を占め、前年度

当初より１８１万円、０.９％の増であります。

主な内訳として、市民税は１億４７４万８,０００円で、前年度当初より１３４万２,０００

円、１.３％の増であります。個人市民税が均等割の引き上げなどにより４８万４,０００円の

増、法人市民税は各事業所の申告額の増加などにより８５万８,０００円の増となっておりま

す。固定資産税は６,４４８万２,０００円で、前年度当初より１２９万２,０００円、２.０％

の増であり、この主な要因は、誘致企業の減免期間終了に伴う増などによるものであります。

軽自動車税は６９９万円で、前年度当初と同額となっております。市たばこ税は２,５２８万

９,０００円で、前年度当初より３０８万１,０００円、１０.９％の減であり、その主な要因

は、申告本数の減少によるものであります。

（２）地方譲与税は１,９１０万円で、前年度当初と同額となっており、この内訳は、地方

揮発油譲与税５５０万円、自動車重量譲与税１,３６０万円であります。

（３）利子割交付金は６４万円で、前年度当初より６万円の減であります。

（４）配当割交付金は２８万円で、前年度当初より２万円の減であります。

（５）株式等譲渡所得割交付金は７万５,０００円で、前年度当初より２万５,０００円の増

であります。

（６）地方消費税交付金は４,５００万円で、前年度当初より９００万円、２５.０％の増と

なっており、この主な要因は、本年４月からの消費税率改正に伴う影響を勘案して計上したも

のであります。

（７）自動車取得税交付金は２２０万円で、前年度当初より１８０万円、４５.０％の減で

あり、平成２６年度地方財政計画等を勘案して計上したものであります。

（８）地方特例交付金は２２万円で、前年度当初より１３万円の増であります。
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（３）利子割交付金から（５）株式等譲渡所得割交付金、（８）地方特例交付金につきまし

ては、いずれも前年度見込額等を勘案して計上したものであります。

（９）地方交付税は２４億６,０００万円で総額の６０.０％を占め、前年度当初と同額と

なっております。内訳は、普通交付税が１９億円、特別交付税が５億６,０００万円で、どち

らも前年度当初と同額の計上となったものであります。

なお、普通交付税の積算に当たっては、基準財政需要額では測定単位、単位費用等を置きか

え算出し、その総額から臨時財政対策債への振替相当額１億５００万円を差し引いたほか、基

準財政収入額では市税や交付金等の収入見込みなどを勘案し、予算計上いたしました。

（１０）交通安全対策特別交付金は１,０００円で、科目設置のため計上いたしました。

（１１）分担金及び負担金は３,５００万１,０００円で、前年度当初より２４７万６,００

０円、６.６％の減であり、この主な要因は、所得階層の変更等に伴う老人福祉施設入所負担

金２８４万９,０００円の減によるものであります。

内訳は、老人福祉費負担金２８１万７,０００円、老人福祉施設入所負担金２,８６３万８,

０００円、児童福祉費負担金３５４万６,０００円であります。

（１２）使用料及び手数料は２億９,８６５万円で総額の７.３％を占め、前年度当初より６

７７万１,０００円、２.２％の減であり、この主な要因は、住宅使用料３１１万３,０００

円、汚泥処分手数料３４２万９,０００円の減などによるものであります。

主なものは、職員宿舎使用料１１４万９,０００円、誘致企業向け住宅使用料３２４万円、

住宅使用料２億１,３４３万４,０００円、駐車場使用料３１１万４,０００円、幼稚園保育料

１６１万４,０００円、戸籍・住民・証明等手数料３１２万３,０００円、ごみ処理手数料１,

２０７万７,０００円、汚泥処分手数料５,９１４万１,０００円であります。

（１３）国庫支出金は４億７,１８６万６,０００円で総額の１１.５％を占め、前年度当初

より３,４２９万４,０００円、７.８％の増であります。この主な要因は、臨時福祉給付金給

付事業費補助金１,９９５万円の皆増、住宅地区改良事業費交付金７０３万３,０００円、障害

者自立支援給付費負担金６０３万２,０００円及び社会資本整備総合交付金６１０万円の増な

どであります。一方、生活保護費負担金は６５６万９,０００円の減となっております。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金１億１,４５８万８,０００円、生活保護

費負担金２億４,９８２万９,０００円、児童手当負担金２,３８６万円、児童扶養手当負担金

９３１万９,０００円。

補助金の主なものは、臨時福祉給付金給付事業費補助金１,９９５万円、住宅地区改良事業

費交付金１,８４８万４,０００円、市営住宅交付金１,０５１万６,０００円、社会資本整備総

合交付金１,１５０万円。

委託金の主なものは、社会福祉費委託金１２９万５,０００円であります。

（１４）道支出金は１億４,４４０万８,０００円で、前年度当初より６４１万８,０００

円、４.３％の減であります。この主な要因は、生活保護費負担金２７８万５,０００円の減、

前年度実施した参議院議員選挙費委託金７１０万円の皆減などであります。一方、障害者自立

支援給付費負担金は３０１万７,０００円の増、北海道知事・道議会議員選挙費委託金は２５

０万円の皆増となっております。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金５,７２９万４,０００円、生活保護費負

担金１,８２２万５,０００円、保険基盤安定等負担金２,７１０万２,０００円、児童手当負担

金５２８万２,０００円。

補助金の主なものは、身障者福祉費補助金６７７万３,０００円、治山事業費補助金８００
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万円。

委託金の主なものは、徴税費委託金４７１万６,０００円、北海道知事・道議会議員選挙費

委託金２５０万円、駐車公園清掃業務委託金２２０万４,０００円。

交付金の主なものは、権限移譲事務費交付金２２万９,０００円であります。

（１５）財産収入は１,６１２万１,０００円で前年度当初より１８万３,０００円、１.１％

の増であり、この主な要因は土地貸付収入９万６,０００円、建物貸付収入８万７,０００円の

増であります。

主なものは、土地貸付収入９１６万６,０００円、建物貸付収入１４７万４,０００円、土地

売払収入５４６万円であります。

（１６）寄附金は１５万２,０００円で、主なものは、ふるさと応援寄附金１５万円であり

ます。

（１７）繰入金は７,２７６万円で、前年度当初より４,３３２万１,０００円、３７.３％の

減で、この主な要因は、財政調整基金５,０００万円の減などであります。一方、過疎地域自

立促進特別事業基金繰入金は６９１万３,０００円の増となっております。

内訳は、財政調整基金繰入金５,０００万円、歌志内ふるさと応援基金繰入金２１万円、過

疎地域自立促進特別事業基金繰入金２,０１７万２,０００円、敷金基金繰入金２３７万８,０

００円であります。

（１８）繰越金は２,０００万円で、前年度決算見込額を勘案して計上したものでありま

す。

（１９）諸収入は１億６,８０６万円で総額の４.１％を占め、前年度当初より１億３,２６

７万４,０００円、４４.１％の減であり、この主な要因は、空知産炭地域振興助成金９,６９

５万円の皆減、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金５,０６５万７,０００円の減などであり

ます。一方、分収造林費収入は５６１万５,０００円の増、後期高齢者医療広域連合人件費負

担金が７００万円の皆増となっております。

主なものは、貸付金元利収入３,０４４万１,０００円、うち、中小企業振興保証融資３,０

００万円、介護サービス収入２,０３３万１,０００円、地域支援事業収入１,４２９万７,００

０円、雑入９,１７５万８,０００円、うち、医療費附加給付金４９４万２,０００円、学校給

食費保護者納入金１,１６５万９,０００円、宝くじ交付金収入２１０万円、中空知広域水道企

業団負担金７９６万６,０００円、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金５,０５８万６,００

０円、後期高齢者医療広域連合人件費負担金７００万円であります。

（２０）市債は１億３,５４０万円で総額の３.３％を占め、前年度当初より２,９９０万

円、１８.１％の減であります。

市債区分は、総務債、過疎地域自立促進特別事業１,７８０万円、消防債、消防広報搬送車

整備事業４７０万円、教育債、給食センター設備整備事業７９０万円、臨時財政対策債、臨時

財政対策債１億５００万円であります。

３、次に、市営公共下水道特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は３億７,０５０万円で、前年度当初に比べ１,２６０万円、３.３％の

減であり、その主な要因は、公債費償還金の減によるものであります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は９８６万１,０００円、物件費は５万２,０００円、補助費等は３,００３万１,００

０円であります。

普通建設事業費は２,００６万６,０００円で、公共下水道事業（単独分）は６９２万５,０
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００円、石狩川流域下水道中部処理区建設事業負担金として３１４万１,０００円を計上した

ほか、下水道長寿命化計画策定委託料１,０００万円を計上いたしました。

公債費は３億１,０３０万３,０００円で総額の８３.８％を占めており、予備費は１８万７,

０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

使用料及び手数料は下水道使用料８,１０５万４,０００円、国庫支出金は長寿命化計画策定

に係る社会資本整備総合交付金５００万円であります。

繰入金は一般会計から２億５,３４４万４,０００円を繰り入れ、諸収入２,０００円を計上

しております。

市債は３,１００万円で総額の８.４％を占め、前年度当初に比べ１,１１０万円、２６.４％

の減であります。

内訳は、流域下水道事業債２８０万円、資本費平準化債２,８２０万円であります。

４、次に、市営神威岳観光特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は５,１００万円で、前年度当初に比べ４,２６０万円、４５.５％の減

でありますが、この主な要因は、前年度実施した圧雪車購入など普通建設事業費の減でありま

す。

歳出から性質別に御説明いたします。

物件費は８０９万９,０００円で、補助費等は５万６,０００円であります。

普通建設事業費は４,１０５万８,０００円で、前年度当初より４,２５３万円、５０.９％の

減であり、この主な要因は、圧雪車購入３,１８１万５,０００円の皆減、リフト整備９３２万

４,０００円の減などであります。

公債費は１６９万２,０００円で、前年度当初と同額となっており、予備費は９万５,０００

円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

繰入金は一般会計繰入金１,４１０万円で、前年度当初より４３０万円、２３.４％の減、諸

収入はリフト整備などに伴う空知産炭地域振興助成金３,６９０万円で、前年度当初より３,８

３０万円、５０.９％の減であります。

５、次に、国民健康保険特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は１億３,３６０万円で、前年度当初に比べ８,７１０万円、３９.５％

の減であります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は８５５万３,０００円、物件費は２３８万８,０００円であります。

補助費等は１億２,２５２万円で総額の９１.７％を占めており、その主な内容は医療費、介

護保険納付金等の空知中部広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１３万８,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

国民健康保険税は６,７１０万５,０００円で総額の５０.２％を占めており、これは国民健

康保険に要する費用に充てるための医療給付費分４,９７４万６,０００円、後期高齢者医療制

度の財源を支援する後期高齢者支援金分１,３０３万８,０００円及び介護納付金の納付に要す

る費用に充てるため、第２号被保険者の属する世帯に賦課する介護納付金分４３２万１,００

０円であります。

繰入金は４,２４６万８,０００円で総額の３１.８％を占めており、その内訳は保険基盤安
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定負担金分、財政安定化支援事業分及び広域連合共通経費分等であります。

繰越金は２,４００万円で総額の１８.０％を占めており、前年度決算見込額を勘案して計上

しております。

諸収入は２万７,０００円で、前年度当初より５,８５１万１,０００円の減で、財政調整分

の減によるものであります。

６、次に、後期高齢者医療特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は９,５２０万円で、前年度当初に比べ３４０万円、３.７％の増であり

ます。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は８１６万円、物件費は５３万３,０００円であります。

補助費等は８,６３６万７,０００円で総額の９０.７％を占めており、その主な内容は、保

険料、人件費等の北海道後期高齢者医療広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１３万９,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

広域連合が決定する保険料を７５歳以上の被保険者から徴収する後期高齢者医療保険料は

６,１６８万円で、総額の６４.８％を占めております。

繰入金は３,３１０万１,０００円で総額の３４.８％を占めており、その内訳は、保険基盤

安定負担金分、広域連合共通経費分等であります。

諸収入は４１万９,０００円を計上しております。

７、次に、病院事業会計につきまして御説明いたします。

初めに、予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

本年度の年間患者数は３万６,９７３人で、内訳は、入院患者数が２万１,０２４人、外来患

者数が１万５,９４９人であります。

次に、予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は５億６,４８９万４,０００円、支出予定額は６億３,９３９万５,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では、医業収入が４億２,４４７万４,０００円、医業外

収益１億３,５８４万１,０００円のほか、地方公営企業会計制度の改正に係る移行処理に伴う

特別利益４５７万９,０００円を計上いたしました。一方、支出では、医業費用が６億２,９１

２万９,０００円、医業外費用１,００６万６,０００円、特別損失１０万円、予備費１０万円

を計上しております。

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は７,７５８万５,０００円で、その内訳は、企業債５２０万円、出資金６,３５

５万４,０００円、他会計繰入金８８３万１,０００円であります。

支出予定額は収入予定額と同額の７,７５８万５,０００円で、その内訳は、建設改良費１,

４０３万１,０００円、企業債償還金６,３５５万４,０００円であります。

次に、貸借対照表につきまして御説明いたします。

本年度は、地方公営企業会計制度の改正に伴い、前年度と比較し負債の部と資本の部の間で

大きな増減が生じました。本年度末（平成２７年３月３１日）における資産の総額は８億４,

４２９万８,０００円（前年度比２,７２５万５,０００円の減）であり、負債は５億１４６万

５,０００円（同４億７,９０７万３,０００円の増）、資本は３億４,２８３万３,０００円

（同５億６３２万８,０００円の減）で、負債資本の合計は８億４,４２９万８,０００円（同

２,７２５万５,０００円の減）であります。
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資金計画につきましては、受入資金の総額が９億７,２５８万７,０００円、支払資金の総額

が７億５,５２０万１,０００円であり、差し引き２億１,７３８万６,０００円を翌年度に繰り

越す予定であります。

以上の結果、本年度は当初予算から７,７３９万７,０００円の純損失が予定され、平成２５

年度末における累積欠損金が８億６,６０７万５,０００円見込まれますので、平成２６年度末

における累積欠損金は９億４,３４７万２,０００円になる予定であり、本年度における病院事

業の経営は、一層厳しいものとなります。

以上、平成２６年度における各会計の歳入・歳出の概要を申し上げましたが、御提案いたし

ました予算案につきまして、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（山崎数彦君） これより、議案第２０号より議案第２５号まで一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ２０号の一般会計について、市長にお伺いします。

一般会計で、前年比で見ても１億６,０００万円ほど減額、今回の予算でされていると思う

のですけれども、この１億６,０００万円ぐらいの減額について、率直にどういうふうに捉え

ているか、お聞きしたいと思います。

あと、この１億６,０００万円、一般会計で少なくなった予算の中で、いろいろ大変な苦労

をしながら、頭を抱えながら予算を組まれたと思うのですけれども、今できる全てのことを、

今回の２６年度の予算に入れれたかどうかという感じが市長の中であるかどうかをお聞きした

いと思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） どなたもそうだと思いますけれども、当初予算を編成する中で、自分

が本当に市民のための政策というものを全て網羅できるかというと、私は必ずしもそうではな

いと思っております。財源が際限なくある自治体なら、これはまた別だと思いますけれども。

そういう中で、よく申し上げますけれども、選択と集中という言葉がありますけれども、どれ

を優先して対応していくのかというのが政策ではないかなと思っておりますけれども。昨年度

と比較しますと、チロルの湯の繰出金、その他いろいろありましたけれども、今年度は平準化

したと言いますけれども、高校生に対する支援ですとか、そういうものも当初予算の中から組

み込むことができたということも含めて、穏やかな中で、市民の方に新たな政策、制度という

ものも始めることができたかなというふうに思っております。毎年毎年、大きな目玉をつくり

ながら予算を編成するというのも一つの考え方だと思いますけれども、来年、再来年と、やは

り先を見ながら事業の計画というものも知恵を出していかなければならない、そういう準備

も、ある年においては必要ではないかなと思っています。ごらんいただいているとおり、住宅

関係の計画、あるいは道路関係の計画も含めて、今年度中に策定をしながら、来年以降を見据

えて、ことしも予算編成を行っている部分もございますので、御理解を賜りたい。また、状況

によりましては、年度途中に、動きが見えた段階で一つの事業というものを提案する、そうい

う考え方も市政執行方針の中にも示されていると思いますので、年度を通して、臨機応変に、

その辺は対応してまいりたいと考えております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 負担金交付金の額の変動について、所管が渡ると思いますので、ここ

で一括してお尋ねしたいと思います。
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１５ページの社会福祉協議会、これが９００万円から１,２００万円に上がっております。

この辺の説明をお願いしたいと思います。

それと同じく１５ページの中で、去年はゼロだった臨時福祉給付金、これがどういう部類の

ものか。また、子育て世帯臨時特別給付金、これはどういう類いのものか。

それと、１７ページの温泉施設利用促進、これが１,５００万円から、ことしの実績という

ことなのでしょうか、それこそ５４％の実績をかけたような、こういう策定の仕方かなとは思

うのですけれども、その辺の説明をお願いしたいと思います。

それと、その同じページのアリーナチロル活動推進、これの算定の基準、この１,０００万

円の算定の基準はどういう配慮でなされたのか、その辺をお尋ねしたいと思います。

それと２９ページ、これは教育委員会でもいいのですけれども、ここで一応あわせてお尋ね

したいと思います。教職員数の市負担の分で公務補というのがありますけれども、前段の小学

校の用務員はこの欄のどういう扱いになるのかを確認させてください。

それと、この欄に載っていないのですけれども、保育所、これの２５年度末の幼児はどの程

度把握されているのか、これを確認させてください。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） まず、１５ページの社会福祉協議会の負担金の増であります

けれども、来年度につきましては、社会福祉協議会のほうで、プロパーとして職員を１名採用

しながら行っていくということでございますので、その分について増額の負担金となっており

ます。

続きまして、臨時福祉給付金でございますが、これは、今、国のほうで進めております消費

税対策ということでございまして、低所得者に対する給付金の部分でございます。

次の子育て世帯臨時福祉給付金につきましても、同じく国の施策であります消費税増税に伴

います支援ということで、子育て世帯に対する臨時福祉給付金を給付するものでございます。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） １７ページの労働関係の補助金、商工の部分に関する部分でござい

ます。

温泉施設利用促進につきましては、２５年度におきましては休館がありましたので、休館分

の形の部分での事業が含まれていたものでございます。２６年度につきましては、その部分が

なくなったという形での、公社からの要求に伴いまして、補助分を予算計上しているものでご

ざいます。

それから、アリーナチロルの活用事業につきましても、これは２５年当初予算ではございま

せんでしたけれども、途中で、公社といたしましてはアリーナを使用するという形になりまし

たけれども、市の要請を受けて１０月からリニューアル後、開館をしているという形の部分

を、２６年の当初予算から１年分の部分で、管理経費的なものを見ているところでございま

す。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） ２９ページの教職員数の中の公務補でございます。これは、市が

直接対応している職員ということでございまして、小学校４名、中学校２名ということで、例

えば事務補助の方、それから用務員の方、このような方々が４名、２名ということでございま

す。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 保育所の人数につきましては、現在２０名前後で推移してお
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ります。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

議案第２０号より議案第２５号までについては、会議規則第３６条第１項の規定により、条

例予算等審査特別委員会に付託したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号より議案第２５号までは、条例予算等審査特別委員会に付託する

ことに決しました。

散 会 宣 告

○議長（山崎数彦君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 ２時４２分 散会）
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